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地震災害については、事前予測が困難なため、発災後の対応となるが、早期対応によ

り、被害の軽減を図ることが可能であることから、対応を明確に示し、対策を効果的に

実施する。 

対 策 の 体 系
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大規模地震に対する応急対策は、組織の編成、情報の収集・伝達、人命救助、火災の

消火等、発災後直ちに必要となる活動と、避難収容、給水、給食等のように、被害状況

に応じ発災後ある程度の時間を経て必要となる活動とに大きく分けられる。なお、本章

は大規模地震発生後における応急対策活動を迅速かつ効率的に実施するため、地震発

生からの時間の経過に応じた活動計画とする。

対 策 の 体 系

第１節　警戒活動

第２節　避難活動

第３節　通信情報活動災害対策期の活動

第４節　災害発生後の活動

第５節　応急対策活動
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第１項　災害対策本部体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 議会事務局・財政管理課・総務課・会計課・税務課

 健康福祉課・国保介護支援課・住民課

 建設課・地域振興課・農林振興課

 
 

災害の規模に応じた体制を確保するとともに、大規模な地震が発生し、又は発生するお

それがあるとき、全町をあげて災害対策活動に従事するため、災害対策基本法第 23 条の

２及び上郡町災害対策本部条例に基づき、災害対策本部を設置し、明確な役割分担に基づ

く適切な応急活動を行うため、初動期からの組織及び事務分掌を定める。

対 策 の 体 系

第１　組織体制及び職員の配置 

第２ 災害警戒本部の設置 

第３　災害対策本部の設置 

第４　組織の設置 

第５  各部の事務分掌 

 

実 施 主 体
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・地震が発生した場合において、災害警戒本部が設置されるまでの間で、災害

に関する情報収集を実施することが必要であるとき。

・  

き。

・震度  
、又は発生することが予想され、災害に対する警戒

若しくは応急対策を実施する必要があるとき。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取 組 内 容

連絡員体制（予備配置）

警戒体制（災害警戒本部）～第１号配備体制～

警戒体制（災害警戒本部）～第２号配備体制～ 

・震度６弱以上の地震が発生したとき 
・大規模な災害が発生し、又は発生することが予想され、全町をあげて防災活

動を実施する必要があるとき。

非常体制（災害対策本部）～第３号配備体制～
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①　119 番等住民からの通報             ②　消防署周辺における調査 

③　職員からの通報                     ④　報道機関からの情報提供 

⑤　防災関係機関（警察、ライフライン関係機関等）からの情報収集 等
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 住民課、企画広報課 危機管理監（住民課長） 

企 画 広 報 課 長

 総務課、財政管理課、 

税務課、議会事務局、 

会計課

議 会 事 務 局 長 

財 政 管 理 課 長 

総 務 課 長 

税 務 課 長 

会計管理者（会計課長）

 健康福祉課、国保介護

支援課、住民課 

健 康 福 祉 課 長 

国 保 介 護 支 援 課 長 

住 民 課 長

 建設課、域振興課、農

林振興課

建 設 課 長 

地 域 振 興 課 長 

農 林 振 興 課 長

 上下水道課 上 下 水 道 課 長

 教育委員会 生 涯 学 習 課 長 

教 育 推 進 課 長
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 (1) 大規模地震対策特別措置法第９条に基づく地震災害に関する警

戒宣言が発せられ、又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）が発表され、町域にもかなりの震度が予想され、災害応急対

策に備えるため、特に必要があると認められるとき。 

(2) 町内に震度５強または５弱の地震が発生したとき。 

(3) 連絡員体制時において、相当の被害を把握し、副町長が必要と

認めるとき。 

(4) その他、組織体制検討メンバー若しくは災害警戒本部が必要と

認めた
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。 

(1) 大規模地震対策特別措置法第９条に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられたとき 

(2) 町の地域に新たな災害がなく、警戒の必要が無くなったと判断したとき 

(3) 災害対策本部体制が配備されたとき 
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災害対策本部体制への移行

警　戒　本　部　体　制 

警戒体制のしくみ

震度４の地震が発生

組織体制検討メンバーの指示により、災害対応に必要な職員の招集 

職 員 の 招 集

(1) 情報収集・分析及び被害状況の把握　　　(2) 対策の検討 

(3) 災害警戒本部体制の確立準備　　　　　  (4) 関係機関等との連絡調整 

連　絡　員　体　制 

<１号配備・２号配備共通> 
(1)　情報収集・分析及び被害状況の把握 
(2)　広報活動、自治会等への情報伝達 
(3)　交通規制　　　　　　　　　　　(4)　応急対策 
(5)　危険箇所の警戒巡視　　　　　　(6)　関係機関との連絡調整 
(7)　避難所開設準備 
<２号配備> 
(8)　避難準備情報の発令　　　　　　(9)　災害対策本部体制確立準備　　  

(10) 要配慮者支援 
※迅速な対応を必要とする場合には、副町長 組織体制検討メンバーが

判断を行う。 

 

(1)　情報収集・分析及び被害状況の把握　 (2)　避難準備情報の発令 
(3)　広報活動、自治会等への情報発信　　 (4)　交通規制 
(5)　応急対策　　　　　　　　　　　　　 (6)　危険箇所の警戒巡視 
(7)　災害対策本部体制確立準備　　　　　 (8)　関係機関との連絡調整 
(9)　避難所開設準備（一部避難所の開設の場合あり） 
(10) 要配慮者支援　 

※迅速な対応を必要とする場合には、副町 体制検討メンバー、災害警戒本

部が判断を行う。

(1)　町の地域に災害が発生する危険が解消したと認めたとき 

(2)　災害応急対策が概ね完了したと認めるとき

警 戒 体 制 の 廃 止
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(2) 設置の決定 

本部設置の決定は、町長

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) 町域に震度６弱以上の地震が発生したとき。 

(2) 警戒体制において、相当の被害を把握し、町長が必要と認めるとき。 

(3) 大規模地震対策特別措置法第９条に基づく地震災害に関する警戒宣言が発せられ、又は

南海トラフ地震に関連する情報（臨時）が発表され、町域にもかなりの震度が予想される

場合で、災害応急対策に備えるため特に必要があると認められるとき。 

(4) その他、不測の事態等により災害が発生し又は発生するおそれがあると認められると

き。

① 地震の規模 　　　　　　　　　　② 被害状況・被害予測（被災場所とその内容等） 

③ 対応状況　　　　　　　　　　　 ④ その他必要な事項
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住民、兵庫県、相生警察署、その他必要と認められるもの
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避難  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本部の組織図

各部の構成 

 総務部 厚生部 建設産業部
副本部長

本 部 員

 

 
本部会議

本 部 長

◎建設班 

・産業班 

・機動協力班 

◎総務班　　・管財班 

・情報・広報班 

・調査班　　・出納班 

・機動協力班 

◎民生班　 

・医療班　 

・環境衛生班　 

・機動協力班　◎統括班　・企画班

本部事務局

教育部上下水道部

◎上下水道班 ◎施設班 

・教育班 

・機動協力班 

赤穂市消防本部上郡消防署

19 分団上郡町消防団
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 危機管理監（住民課長）、企画広報課長、建設課長、総務課長、議会事

務局長、財政管理課長、税務課長、健康福祉課長、国保介護支援課長、

農林振興課長、地域振興課長、上下水道課長、会計管理者（会計課長）、

生涯学習課長、教育推進課長、※赤穂市消防本部上郡消防署長、※上郡

町消防団長

 
議長、副議長、社会福祉協議会事務局長

 

 

 

  

避難  
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各

職

員

本

部

長

各

課

長

町 　 　 長

各  課  長
覚

知

者

本 部 事 務 局 

住 民 課 長 

企画広報課長

職 　 員

消 防 団 員

職 　 員

消 防 団 長

上郡消防署長副 町 長
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④　職員の住宅または職員に深く関係する人が被災した場合で、職員が当該住宅の復旧作

業や生活に必要な物資調達等に従事し、または一時的に避難しているとき。 

⑤　家族の安全が確保できていないとき。 

 

10．配備人  
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第１項　避難基準に関する計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

災害が発生し又は発生のおそれがある場合、町及び関係機関は危険区域内にある住民

等に対して避難のための を指示し、安全な場所に避難させるなど人命の被害軽

減を図る。また、要配慮者に対し、自主防災組織等の関係機関と連携を図るなど、安否確

認及び避難支援を迅速に行う。

対 策 の 体 系

第１　避難行動の基本的事項 

第２　避難の指示 

第３　避難の誘導 

第４　避難の解除 

実 施 主 体

取 組 内 容
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図り、ブレーカーを「切」にした上で周囲の状況をよく確かめて、落ち着いて行

動する。 

(4) 窓や扉を開けて出口の確保 

ア　地震によって建物が歪み、部屋に閉じ込められることがある。いち早く扉や窓を開けて

出口を確保  
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避難  
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避難  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■○○月○○日○○時、上郡町長から避難の指示が出ました。 

■○○○○○○のため、○○○○○地区は被害のおそれがあるので、直ちに当該地区

内の○○○○避難場所若しくは、安全な建物または広場に避難してください。

住
　
　
民

避難指示等報 告

通 報

町
　
　
長

知 事
(緊急時)

要 請
関 係 機 関 等

警 察 官 等
避難指示

通 知
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避難
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第２項　警戒区域設定計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

               

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 
 

住民の生命に係わる災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において応

急対策従事者以外の者の危険区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該地域か

らの退去命令を発令するため、警戒区域を設定する。

対 策 の 体 系

第１　警戒区域の設定 

第２　実施方法 

第３　警戒区域の解除 

実 施 主 体

取 組 内 容
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第３項　避難所開設・運営計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４項　要配慮者対策計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模地震が発生した場合、家屋の倒壊や、焼失、がけ崩れ等が発生し、住民が避難す

ることが予想される。このため、町は被災した住民が、一時的に生活する場の確保、生活

の再建の支援に向け、小学校及び中学校等を避難所として設置する。

地震災害発生時には、高齢者、障がい者等いわゆる要配慮者が犠牲になる場合が多い。

そのため、避難等に時間を要する要配慮者や被災した要配慮者に対する、支援策を実施す

る。また、災害発生後速やかに要配慮者の安否を確認するとともに、聞き取り調査や相談

窓口の設置等により、必要な援護内容等を把握し、生活支援策を実施する。 

「要配慮者」とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために

安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々をいい、

一般的に高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊婦等を対象とする。



　第２章　災害対策期の活動　 

358 

第
３
部
　
地
震
災
害
応
急
対
応
計
画

Ⅲ
　
災
害
応
急
対
応
計
画

 

 

第１項　災害情報の収集・伝達に関する計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

震災直後、応急体制を早期に立ち上げるために必要な被害概況の収集・伝達体制や、そ

の後の的確な対応を図るため必要な詳細な被害状況の収集・伝達体制を整備する。

対 策 の 体 系

第１　情報収集・伝達体制 

第２　地震情報、異常現象等の収集・伝達 

第３　発災後初期の被害情報の収集・報告 

第４　被害情報の収集・報告 

第５　県・国への報告 

実 施 主 体

取 組 内 容
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県内他市町村

兵 庫 県 庁 
（県災害対策本部） 

大阪管区気象台（神戸地方気象

兵 庫 県 警 察 本 部 総 務 省 消 防 庁

陸上自衛隊第３師団（第３特科隊） 他 都 道 府 県 庁上 郡 町 役 場 
（ 町 災 害 対 策 本 部 ） 

日本赤十字社兵庫県支部指

定

公

共

機

関

消防本部出先機関NTT㈱ 兵 庫 支 店

町消防無線 

緊急防災情報ネットワーク 

県災害対応総合情報ネット

ワークシステム（フェニッ

クス防災システム） 

口頭・有線・放送等

関 西 電 力 送 配 電 ㈱

消 防 署移 動 系県 LP ガス協会

NHK 神戸放送局

出張所・地区公民館 消 防 団
㈱NTT ドコモ関西支社

KDDI㈱関西支社

ソ フ ト バ ン ク ㈱

ラ ジ オ 関 西

サ ン テ レ ビ

避 難 所 ・ 住 民 ・ 被 災 地姫 路 ケ ー ブ ル テ レ ビ
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 発 表 基 準

 
地震波が２点以上の地震観測点で観測され、
最大震度が５弱以上または最大長周期地震
動階級が３以上と予想された場合に発表す
る。

 

 

緊急地震速
報(予報）

いずれかの地震観測点において、P 波または
S 波の振幅が 100 ガル以上となった場合。 
地震計で観測された地震波を解析した結果、
震源・マグニチュード・各地の予測震度、予
測長周期地震動階級が求まり、そのマグニチ
ュードが 3.5 以上、または最大予測震度が３
以上、長周期地震動階級が１以上である場
合。

・地震の発生時刻、地震の発生場所（震源）
の推定値 
・地震の規模（マグニチュード）の推定値 
・予測される最大震度が震度３以下のとき
は、予測される揺れの大きさの最大（最大予
測震度） 
・予測される最大震度が震度４以上または長
周期地震動階級１以上のときは、地域名に加
えて震度４以上または長周期地震動階級１
以上と予測される地域の揺れの大きさの予
測値（予測震度、予測長周期地震動階級） 
　その地域への大きな揺れ（主要動）の到達
時刻の予測値（主要動到達予測時刻）

 
・震度３以上

 
・震度３以上 
（津波警報等を発表した場合は発表しない）

地震の発生場所（震源）やその規模（マ
グニチュード）に「津波の心配なし」又は
「若干の海面変動があるかもしれないが被
害の心配はなし」を付加して発表

 以下のいずれかを満たした場合 
・震度３以上 
・津波警報等発表時 
・若干の海面変動が予想される場合 
・緊急地震速報（警報）を発表した場合

地震の発生場所（震源）やその規模（マ
グニチュード）、震度３以上の地域名と市町
村名を発表。なお、震度５弱以上と考えら
れる地域で、震度を入手していない地点が
ある場合は、その市町村名を発表

 

・震度１以上

震度１以上を観測した地点のほか、地震
の発生場所（震源）やその規模（マグニチ
ュード）を発表 

 ・顕著な地震の震源要素を更新した 
場合や地震が多発した場合など
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・震度５弱以上
観測した各地の震度データをもとに、１

km 四方ごとに推計した震度（震度４以上）
を図情報として発表

 
長周期地震
動に関する
観測情報

・震度１以上を観測した地震のうち長周期地
震動階級１以上を観測した場合

地域毎の震度の最大値・長周期地震動階級
の最大値のほか、地点毎に、長周期地震動
階級や長周期地震動の周期別階級等を発
表。

 

遠地地震に
関する 
情報

国外で発生した地震について以下のいずれ
かを満たした場合等 
・マグニチュード 7.0 以上 
・都市部など著しい被害が発生する可能性が
ある地域で規模の大きな地震を観測した場
合

地震の発生時刻、発生場所（震源）及びその 
規模（マグニチュード）を概ね 30 分以内に発 
表。 
日本や国外への津波の影響に関しても記述
して発表。
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道路・橋梁・河川・

排水機場及び農業用

施設等の被害状況

 倒壊建物、火災被

害、液状化現象、避

難等の住民行動、避

難所開設状況
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上　　　郡　　　町兵　庫　県

上 郡 町 災 害 対 策 本 部県災害対策本部

水 防 関 係水 防 本 部

土 木 関 係

福 祉 関 係福 祉 部

保健衛生関係

総 務 部
農 林 関 係農 林 水 産 部

商 工 関 係企 業 庁

産 業 労 働 部

教 育 関 係教 育 委 員 会

防 災 会 議出 張 所警 察 駐 在 所
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 ア　全壊及び半壊の状況 

・目視調査による概数の把握（至急）

 ア　道路、橋梁、河川、排水機場、ため池、井堰

等の状況

 イ　急傾斜地等の状況 

・急傾斜地等の調査（至急）
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 避難指示
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第２項　通信運用計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項　広報広聴計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
発信特番  
発信特番

 

 

 
 
 

通信ネットワーク 
TEL 発信特番 －048－500－9049102 
FAX 発信特番

 

 

 
 
 
 

発信特番 7－151－3140 
FAX 発信特番

 
 

 

 
 
 
 

 発信特番

災害の発生により電話等有線通信回線が被災し、不通となった場合、衛星電話をはじめ

防災関係機関等の非常用通信施設を有効に活用し、通信連絡網を確保する。

町及び防災関係機関は、災害に伴う緊急情報、生活関連情報等について適時に住民に広

報を行うとともに、住民からの各種相談に適切に対応し、住民の不安解消、安全確保、生

活の安定化、生活再建機運の促進等に努める。
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第１項　応援要請計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町の対応能力を超えた大規模な災害が発生した場合は、県、他市町、自衛隊等に対し速

やかに応援を要請し、住民の生命、身体及び財産の確保について万全の措置をとる必要が

ある。迅速かつ効果的に応援活動を受けられるよう、応援要請の方法、手続き、応援部隊

の受入を次により実施する。
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第２項　消防活動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

消防機関は、火災等の事故が発生した場合、迅速に活動体制を整え、総力をあげて火災

防ぎょ活動、避難誘導、救助救急等の応急対策活動に取り組み、災害の鎮圧及び被害の拡

大防止を図る。また、火災警報を発令した場合は、住民に火災の危険性について周知し、

火災の発生予防に努める。 

対 策 の 体 系

第１　応急活動体制の確立 

第２　情報通信 

第３　火災防ぎょ活動 

第４　救助・救急活動 

第５　危険物施設等の対策 

第６　応援要請体制 

実 施 主 体

取 組 内 容
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ため、河川、池、水路等の自然水利あるいはプール等を効果的に利用する。 

(8) 消防吏員は、緊急の場合、車両その他の物件が消防活動の実施に支障が生じている場合は、

当該車両その他の物件の移動等の措置を命じ、又は自ら措置することができる。 

(9) 林野火災等が発生し、応援要請の必要があると認められる場合は、本部に対し、県防災ヘ

リコプターの出動を要請する。 
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避難指示  
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第３項　救助・救急・医療計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防庁長官

応援のための措置要求 
(第 44 条第 1 項)

応援の要請 
(第 44 条第 1 項)

知事の要請を待つ

いとまがない場合

応援のための 
措置要求

他の都道府県知事

応援出動の指示 
(第 43 条)

応援出動等の措置要求 
（第 44 条第 3 項）

兵庫県知事

（第 44 条第 2項)

応援出動等の措置要求 
（第 44 条第 4 項）

応援活動 
 

(第 39 条)

応援活動 
 

(第 39 条)

兵庫県内の 
他の市町長

 

上郡町長 他の都道府県の 
市町長

相互応援協定(第 39 条第 2項）

大規模な災害発生時には、建築物や構造物の倒壊及び落下により、要救出・救助者が多

数発生することが予想される。これらに対処するため、町は、警察、自衛隊、消防応援部

災関係機関と連携を図り、救出・救助体制を確立し、迅速かつ適切な救出・救助

活動に努める。また、災害のため医療機関の機能が停止し、又は医師の不足等により被災

地の住民が医療・助産の途を失った場合や多数の負傷者が発生した場合に、関係機関は迅

速かつ的確な医療活動を実施し、負傷者等の適切な保護を図る。 
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第４項　二次災害対策計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難指示  

 

 
  

 
  

 

地震の発生に伴う二次災害として、爆発や有害物質が発生することがないように、町及

び関係事業者は必要に応じて防止策を講じる。

対 策 の 体 系

第１　二次災害等対策 

第２　危険物施設等災害応急対策

実 施 主 体

取 組 内 容
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町は、地震により被災した建築物の余震等による倒壊、部材の落下等から生じる恐れのあ

る二次災害から住民の安全を確保するため、被災建築物の応急危険度判定を迅速かつ的確に

実施する。 

町は、応急危険度判定のための判定実施本部を設置し、県に応急危険度判定士の派遣を要

請する。 

(5) 住民への広報 

二次災害
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避難指示  
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第５項　緊急輸送活動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６項　ライフライン等の応急復旧計画　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７項　災害救助法の適用計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８項　孤立地区への支援計画 

 

 

 

 

 

災害発生時における救援物資等の輸送や重症患者の搬送、応急対策要員の派遣等を迅

速に実施するため、緊急輸送路や緊急輸送車両を確保するとともに、ヘリコプターの活用

による輸送体制を整備する。

都市生活の基盤をなす水道、下水道、電力、ガス、電話、鉄道、バス等のライフライン

施設等の被害は、都市機能を麻痺させ、住民の生活や社会活動に極めて大きな影響を与え

る。このため、町及び各事業者は相互に連携を図り、応急復旧や二次災害の防止活動に努

める。

災害により、町域の被害が災害救助法の適用基準に該当する場合は、同法の適用を受け

て必要な救助を実施し、被災者の保護と社会秩序の保全を図る。

地震による土砂災害等により山間地域の交通、通信が途絶し集落等が孤立した場合に

は、ヘリコプター等による輸送等により支援を実施する。
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第１項　飲料水の供給計画 

 

 

 

 

 

 

 

第２項　食料・生活必需品供給計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項　文教対策計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４項　住宅応急対策計画 

 

 

 

 

 

 

水道施設が被災し、飲料水の供給が停止した場合には、給水車による給水や給水所の設

置等により飲料水を供給し、被災地の生活に対応する。

地震によって住家に被害を受け、自宅で炊飯等ができず、日常の食事に支障をきたした

被災者や被服等生活必需品を喪失した被災者に対し、応急的な や食料、生活必需

品の供給を行い、被災者の心身の安定を図る。

地震が発生した場合は、児童生徒の安全確保を最優先するとともに、教育活動を確保

し、学校教育の目的を達成するため、学校教育の早期再開に必要な応急措置を迅速に実施

する。また、社会教育施設や貴重な文化財の保全のために必要な応急措置を実施する。

地震のため住宅を失い、又は破損等のために居住することができなくなった被災者に

対して、応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理を行い、一時的な居住の安定を図る。
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第５項　災害ボランティアの活動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６項　行方不明者の捜索・遺体の処理・埋葬計画 

 

 

 

 

 

 

災害時には、被災地内外のボランティアから救援活動等の申し出が予想され、こうした

ボランティアの協力は、被災地の救援等を図るうえで大きな力となる。円滑かつ効果的な

ボランティア活動が行えるように、ボランティアに対するニーズを把握するとともに、災

害ボランティアセンターを設置し、その活動拠点の提供等環境整備に努め、ボランティア

活動を積極的に支援する。

地震により行方不明者が発生したときは、関係機関と協力して迅速に捜索活動を実施

する。また、災害現場から遺体が発見されたときは、速やかに身元確認等を行い、遺体の

安置、火葬、埋葬等の処理を実施する。
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第７項　防疫・保健衛生計画 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第８項　廃棄物処理計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９項　農地・農業用施設等応急対策計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 項　義援金品の受入れ・配分計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害後の感染症の発生、流行等を未然に防止するため、被災地における防疫活動を迅速

に実施する。また、住民の健康を保持するため、被災者に対する保健衛生活動を実施す

る。

地震によって発生した損壊家屋等災害廃棄物や、施設の被災等により堆積する日常ご

みやし尿等を速やかに収集・処理し、被災地の生活環境の復旧を図り、公衆衛生の維持に

努める。

農地・農業用施設の管理者と共に、農地、農道、農業用ダム、ため池、用排水施設等の

農業用施設の被害を軽減するための措置を的確に行うとともに、地震発生時には関係機

関と連携して各施設の被害状況の把握等、応急対策を実施し、営農体制の早期確立を図

る。

災害時に国民及び企業等から義援金品を寄託された場合、その受入れ及び配分を迅速

かつ確実に行い、被災者の生活の安定を図る。
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